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我
が
国
周
辺
で
は
、
毎
年
2
千
隻
近
く
の

船
舶
事
故
が
発
生
し
、
そ
の
7
割
以
上
が
小

型
船
舶
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

沖
縄

総
合
事
務
局
管
内
に
お
け
る
平
成
30
年
の
小

型
船
舶
事
故
は
51
件
発
生
、
う
ち
5
割
強
が

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
、
3
割
強
が
漁
船
で
す
。

例
年
、
特
に
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
前
か
ら
初

秋
に
か
け
て
の
事
故
が
多
発
し
て
い
る
た
め
、

当
局
で
は
、
4
月
22
日
か
ら
8
月
30
日
ま
で

の
間
、
と
り
わ
け
5
月
末
ま
で
を
集
中
実
施

期
間
と
し
て
、
平
成
19
年
度
か
ら
引
き
続
き
、

第
十一管
区
海
上
保
安
本
部
、
日
本
小
型
船

舶
検
査
機
構
沖
縄
支
部
な
ど
の
協
力
を
得
て
、

漁
協
な
ど
の
職
員
に
対
し
関
係
者
へ
の
指
導
や

周
知
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
小
型
船

舶
操
縦
者
な
ど
に
対
し
、
漁
港
・
マ
リ
ー
ナ
な

ど
で
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
の
う
え
安
全
確
保

の
周
知
・
啓
発
活
動
を
行
って
い
ま
す
。

☆
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
適
切
な
着
用

③：
小
型
漁
船
に
お
い
て
、
原
則
、
全
て
の
漁

労
従
事
者
に
着
用
の
義
務
を
拡
大
（
H

30
・
2
・
1
以
降
）

※
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
着
用
が
義
務
の
場
合
は
、

船
舶
の
用
途
、
水
域
な
ど
に
適
合
し
た
タ
イ

プ
別
の
桜
マ
ー
ク
入
り
（
国
が
安
全
基
準
適

合
を
確
認
）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

☆
発
航
前
検
査
の
確
実
な
実
施
、
小
型
船
舶

操
縦
者
の
遵
守
事
項
の
徹
底

☆
船
舶
検
査
の
適
切
な
受
検
の
確
認
、
案
内

パトロール活動
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・
海
岸
か
ら
12
海
里
を
超
え
な
い
水
域
の
み
で

操
業
す
る
小
型
漁
船
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

漁
業
以
外
の
目
的
（
遊
漁
な
ど
）
に
も
使

用
す
る
場
合
、
12
海
里
以
内
で
も
船
舶
検

査
が
必
要
で
あ
る
こ
と

☆
小
型
船
舶
操
縦
士
免
許
の
適
切
な
受
有
の

確
認
、
案
内

　運
輸
部
船
舶
船
員
課

☎
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タイプ

A

D

F

G

使用可能な船舶

すべての小型船舶

陸岸から近い水域のみを航行する旅客船・漁船以外の小型
船舶

陸岸から近い水域のみを航行する不沈性能、緊急エンジン
停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶（水上バイク等）で
かつ旅客船・漁船以外のもの

湾内や湖川のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止ス
イッチ、ホーンを有した小型船舶（水上バイク等）でかつ旅
客船・漁船以外のもの
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観
光
庁
で
は
、
観
光
地
域
づ
く
り
の
舵
取

り
役
と
な
る
日
本
版
D
M
O
の
形
成
・
確

率
を
支
援
す
る
た
め
、
平
成
27
年
11
月
に

日
本
版
D
M
O
登
録
制
度
を
創
設
し
て
い

ま
す
。
制
度
の
登
録
を
受
け
た
法
人
に
対
し

て
は
、
内
閣
府
の
地
方
創
生
推
進
交
付
金

に
よ
る
支
援
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
に
加

え
、
観
光
庁
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
省
庁
で

構
成
さ
れ
る
「
日
本
版
D
M
O
」
を
核
と

す
る
観
光
地
域
づ
く
り
に
対
す
る
関
係
省
庁

連
携
支
援
チ
ー
ム
を
通
じ
て
重
点
的
支
援
を

実
施
す
る
こ
と
に
な
って
い
ま
す
。

　（一社
）
八
重
山
ビ
ジ
タ
ー
ズ
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は

平
成
29
年
3
月
に
「
日
本
版
D
M
O
（
地

域
連
携
）
候
補
法
人
」
に
登
録
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
こ
の
度
、
平
成
31
年
3
月
29
日
付

け
で
「
日
本
版
D
M
O
（
地
域
連
携

D
M
O
）」
に
正
式
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

石
垣
市
、
竹
富
町
及
び
与
那
国
町
の
マ
ー

ケ
ッ
テ
ン
グ
及
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
役
割
を
担

う
地
域
連
携
D
M
O
法
人
と
し
て
期
待
さ
れ

ま
す
。

※
D
M
O
と
は
、「D

estination

　M
anagem

ent/
M
arketing 

　O
rganization

」
の
略
で
、
観
光
地

域
づ
く
り
を
持
続
的
戦
略
的
に
推
進
し
、
牽
引
す
る
専

門
性
の
高
い
機
能
を
持
つ
組
織
。
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